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町
は
、
一
定
期
間
空
き

家
と
な
り
、
老
朽
化
し
た
住

宅
を
取
り
壊
す
た
め
の
補
助

事
業
を
実
施
し
て
い
る
。
減

災
の
た
め
の
安
全
確
保
が

徐
々
に
進
ん
で
い
る
と
感
じ

る
が
、
補
助
上
限
が
１
０
０

万
円
で
あ
り
、
県
内
の
他
市

町
村
と
比
較
し
て
も
本
町
は

補
助
金
額
が
少
な
い
。
物
価

高
騰
や
最
低
賃
金
の
ア
ッ
プ

等
の
情
勢
が
あ
る
た
め
、
要

件
見
直
し
の
時
期
に
来
て
い

る
の
で
は
な
い
か
。

　
平
成
24
年
度
か
ら
地
域
の

住
環
境
改
善
の
た
め
、
老
朽

化
し
、
危
険
な
空
き
家
の
除

却
を
行
う
方
に
対
し
て
、
工

事
に
要
す
る
経
費
を
上
限
１

０
０
万
円
と
し
て
、
工
事
費

の
10
分
の
８
を
補
助
し
て
い

る
。
毎
年
20
件
分
の
予
算
を

確
保
し
事
業
実
施
。

　
令
和
４
年
度
は
20
件
に
交

付
決
定
し
た
が
、
本
年
度
は

13
件
の
交
付
と
な
り
、
件
数

が
減
少
し
て
い
る
。
そ
の
要

因
と
し
て
除
去
工
事
費
用
の

増
額
な
ど
も
考
え
ら
れ
る
の

で
、
推
進
の
た
め
の
施
策
と

し
て
補
助
金
の
あ
り
方
を
含

め
検
討
し
て
い
く
。

　
　
避
難
経
路
や
通
学
路
に

お
い
て
、
老
朽
化
し
た
空
き

家
の
数
の
把
握
は
で
き
て
い

る
か
。

　　
令
和
２
年
度
の
調
査
を
し

た
。
倒
壊
の
危
険
が
あ
る
住

宅
が
68
戸
あ
り
、
そ
の
中
で

避
難
に
影
響
、
ま
た
は
周
辺

の
住
宅
に
影
響
が
あ
る
と
判

断
し
た
も
の
が
13
戸
あ
り
、

現
在
所
有
者
等
を
確
認
し
て

い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
68
戸
の
う
ち
、
こ
れ
ま
で

に
除
却
さ
れ
た
住
宅
の
状
況

は
把
握
し
て
い
な
い
。

　
　
デ
ジ
タ
ル
の
普
及
に
よ

り
、
ポ
イ
ン
ト
を
ア
プ
リ
に

た
め
て
い
く
「
ポ
イ
活
」
と

い
う
言
葉
が
で
き
て
い
る
。

　
健
康
づ
く
り
に
は
健
康
ポ

イ
ン
ト
、
リ
サ
イ
ク
ル
に
は

リ
サ
イ
ク
ル
ポ
イ
ン
ト
、
買

い
物
に
は
買
い
物
ポ
イ
ン
ト
、

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
参
加
す
る

と
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ポ
イ
ン
ト

な
ど
、
住
民
が
健
康
で
ま
ち

づ
く
り
に
参
画
で
き
る
よ
う

な
町
独
自
の
ポ
イ
ン
ト
制
度

を
創
設
で
き
な
い
か
。

　
県
が
運
用
し
て
い
る
「
高

知
家
健
康
パ
ス
ポ
ー
ト
ア
プ

リ
」
を
活
用
し
て
、
町
独
自

の
ポ
イ
ン
ト
制
度
導
入
に
つ

い
て
検
討
し
て
い
る
段
階
。

　
し
か
し
、
健
康
パ
ス
ポ
ー

ト
ア
プ
リ
は
若
年
層
は
保
有

率
が
低
く
、
運
用
に
は
課
題

や
調
整
事
項
も
多
く
、
関
係

部
署
と
慎
重
な
制
度
設
計
を

進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
積
極
的
な
健
康
づ
く
り
、

ま
ち
づ
く
り
活
動
へ
の
参
画

で
、
頑
張
っ
た
方
ほ
ど
特
典

が
受
け
ら
れ
る
仕
組
み
を
構

築
し
て
い
き
た
い
。
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検
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ポ
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ン
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き
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ペ
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ボ
ト
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収
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令
和
５
年
度
補
助
事
業
を
活
用
し
除
去
さ
れ
た
住
宅(

上)

と

除
去
後
の
空
き
地
は
新
た
な
避
難
場
所
に(

下)

現
状
を
調
査
し 
適
正
管
理
す
る

道路維持管理

町
道
等
案
内
標
識
の
適
正
設
置

　
　
事
前
復
興
ま
ち
づ
く
り

計
画
は
、
令
和
６
年
度
で
佐

賀
地
区
の
策
定
が
完
了
す
る
。

こ
の
計
画
を
策
定
し
て
い
る

と
、
地
震
、
津
波
発
災
後
の

復
興
が
２
年
く
ら
い
早
く
進

む
と
想
定
さ
れ
て
い
る
。

　
策
定
後
に
は
、
住
民
避
難

予
定
地
や
仮
設
住
宅
、
庁
舎

等
の
移
転
候
補
地
が
描
か
れ

る
。
こ
れ
ら
の
用
地
取
得
を

す
る
過
程
で
、
地
籍
調
査
が

完
了
し
て
い
れ
ば
進
捗
度
が

早
い
の
で
、
移
転
候
補
地
の

調
査
を
優
先
的
に
短
期
間
で

実
施
す
る
考
え
は
な
い
か
。

　
地
籍
調
査
事
業
に
つ
い
て
、

大
方
地
域
は
津
波
想
定
区
域

を
令
和
５
年
度
ま
で
の
間
、

優
先
的
に
実
施
し
て
い
る
。

　
佐
賀
地
域
は
事
前
復
興
ま

ち
づ
く
り
計
画
の
避
難
区
域

が
確
定
す
れ
ば
、
令
和
12
年

度
か
ら
の
次
期
10
カ
年
計
画

で
優
先
的
に
実
施
す
る
こ
と

や
、
既
に
決
定
し
て
い
る
計

画
区
域
と
は
切
り
離
し
、
避

難
区
域
を
単
独
で
優
先
的
に

調
査
す
る
こ
と
も
可
能
と
考

え
て
い
る
。

　
　
町
道
等
の
分
岐
点
に
あ

る
案
内
標
識
の
文
字
が
、
経

年
劣
化
に
よ
り
ほ
と
ん
ど
読

め
な
い
箇
所
が
多
く
あ
る
。

　
自
分
た
ち
の
生
活
圏
域
を

越
え
て
道
路
を
利
用
す
る
時
、

特
に
山
間
部
の
案
内
標
識
は

大
変
役
に
立
つ
。
町
内
の
不

良
箇
所
の
点
検
を
行
い
改
善

す
べ
き
で
は
な
い
か
。

　
町
内
に
設
置
の
道
路
案
内

標
識
は
、
地
域
の
方
が
設
置

し
た
も
の
も
あ
る
。
状
況
の

確
認
や
設
置
箇
所
、
数
量
等

は
現
在
把
握
で
き
て
い
な
い
。

　
案
内
標
識
は
有
効
な
道
し

る
べ
と
な
る
の
で
、
今
後
調

査
の
上
、
不
良
箇
所
が
あ
れ

ば
修
繕
等
を
行
い
、
適
正
な

維
持
管
理
に
努
め
る
。
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